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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月20日(2020.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　シール部材が貼付されるシール貼付部と該シール貼付部の反対側に向けて突出する突出
部とを有する第１部材と、
　前記第１部材の前記シール貼付部の反対側に組み付けられる第２部材と、
　前記第１部材の前記シール貼付部に形成され、該シール貼付部に貼付されたシール部材
を該シール貼付部の反対側から押圧して剥離するための第１孔部と、
　を備え、
　前記第１部材と前記第２部材とは組み付けられた状態で遊技機に組み込み可能であって
、
　前記第２部材には、前記第１部材と組み付けられたときに当該第１部材の前記第１孔部
と対向する位置に第２孔部が設けられ、
　前記第１孔部及び前記第２孔部は、前記シール貼付部の中央からずれた位置に設けられ
、
　前記突出部は、前記シール貼付部の反対側における前記第１孔部及び前記第２孔部に対
応する領域にかからないように突出している
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するために、手段Ａの遊技機は、
　遊技が可能な遊技機であって、
　シール部材が貼付されるシール貼付部と該シール貼付部の反対側に向けて突出する突出
部とを有する第１部材と、
　前記第１部材の前記シール貼付部の反対側に組み付けられる第２部材と、
　前記第１部材の前記シール貼付部に形成され、該シール貼付部に貼付されたシール部材
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を該シール貼付部の反対側から押圧して剥離するための第１孔部と、
　を備え、
　前記第１部材と前記第２部材とは組み付けられた状態で遊技機に組み込み可能であって
、
　前記第２部材には、前記第１部材と組み付けられたときに当該第１部材の前記第１孔部
と対向する位置に第２孔部が設けられ、
　前記第１孔部及び前記第２孔部は、前記シール貼付部の中央からずれた位置に設けられ
、
　前記突出部は、前記シール貼付部の反対側における前記第１孔部及び前記第２孔部に対
応する領域にかからないように突出している
　ことを特徴としている。
　さらに、前記課題を解決するために、手段１の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１／スロットマシン）であって、
　シール部材（例えば、シール部材３００）が貼付されるシール貼付部（例えば、シール
貼付部４１８／シール貼付部６１８）と、
　前記シール貼付部の反対側に向けて突出する突出部（例えば、突出部４１５／誘導部６
０８／取付ボス等）と、
　前記シール貼付部に形成され、該シール貼付部に貼付されたシール部材を該シール貼付
部の反対側から押圧して剥離するための孔部（例えば、孔部４２０／孔部６２０）と、
　を備え、
　前記突出部は、前記シール貼付部の反対側における前記孔部に対応する領域にかからな
いように突出している（例えば、突出部４１５は、シール貼付部４１８の反対側における
孔部４２０に対応する領域にかからないように突出している。図９，図１１参照。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、シール貼付部の反対側に向けて突出する突出部を有する取付体であ
っても、シール貼付部の反対側から孔部を介してシール部材を剥離する際に突出部が邪魔
になることがないので、シール部材を容易に剥離することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　手段２の遊技機は、手段１に記載の遊技機であって、
　遊技領域（例えば、遊技領域１０）に向けて遊技媒体（例えば、遊技球Ｐ）を発射する
ことにより遊技を行う遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　前記遊技領域を流下する遊技媒体が通過可能な通路部（例えば、一般入賞口４０１Ａ，
４０１Ｂ，４０１Ｃ／空間Ｓ’）を備え、
　前記通路部は、
　前記シール貼付部（例えば、シール貼付部４１８／シール貼付部６１８）を有する第１
壁部（例えば、前壁部４０９／前板部６０６）と、
　前記第１壁部から連設され前記突出部（例えば、側壁部４１０Ｌ，４１０Ｒ及び底壁部
４１１／誘導部６０８）を構成する第２壁部（例えば、突出部４１５／誘導部６０８）と
、
　から構成され、
　前記孔部（例えば、孔部４２０／孔部６２０）は、前記シール貼付部における前記通路
部に対応する位置に形成されている（例えば、孔部４２０は、シール貼付部４１８におけ
る一般入賞口４０１Ａに対応する位置に形成されている。／孔部６２０は、シール貼付部
６１８における空間Ｓ’に対応する位置に形成されている。図７～図９，図１１参照）
　ことを特徴としている。
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　この特徴によれば、シール貼付部の反対側に向けて通路部が延設されることで、孔部に
おけるシール貼付部の反対側に空間が確保されるため、孔部を使いやすくなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　手段３の遊技機は、手段２に記載の遊技機であって、
　前記第１壁部（例えば、前壁部４０９）における前記通路部（例えば、一般入賞口４０
１Ａ，４０１Ｂ，４０１Ｃ）側には、遊技媒体を案内する案内部（例えば、凸条部４１４
）が設けられ、
　前記孔部（例えば、孔部４２０）は、前記シール貼付部（例えば、シール貼付部４１８
）における前記第２壁部（例えば、突出部４１５）と前記案内部との間に形成されている
（例えば、孔部４２０は、前壁部４０９（シール貼付部４１８）における側壁部４１０Ｒ
と凸条部４１４との間に形成されている。図９（Ａ）参照。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、案内部により第１壁部の強度が向上するため、孔部を形成すること
による強度低下を抑制できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　手段４の遊技機は、手段１～３のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記突出部（例えば、突出部４１５／誘導部６０８）の端部には、該突出部とは別個に
設けられる接続部材（例えば、延設部４１６／ベース部材６０２、ＬＥＤ基板６０４、カ
バー部材６０５）が接続可能とされ、
　前記接続部材は、前記突出部の端部から前記シール貼付部の反対側における前記孔部に
対応する領域にかからないように突出している（例えば、延設部４１６は、突出部４１５
の端部からシール貼付部４１８の反対側における孔部４２０に対応する領域にかからない
ように突出している。／ベース部材６０２、ＬＥＤ基板６０４、カバー部材６０５は、孔
部６２１，６２２，６２３により、誘導部６０８の端部からシール貼付部６１８の反対側
における孔部６２０に対応する領域にかからないように突出している。図７，図８，図１
１参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、シール貼付部の反対側から孔部を介してシール部材を剥離する際に
接続部材が邪魔になることがないので、シール部材を容易に剥離することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　手段５の遊技機は、手段１～４のいずれかに記載の遊技機であって、
　複数の前記シール貼付部（例えば、シール貼付部４１８／シール貼付部６１８）を備え
、
　前記孔部（例えば、孔部４２０／孔部６２０）は、複数の前記シール貼付部各々に対応
して設けられている（例えば、孔部４２０は、複数のシール貼付部４１８が各々に対応し
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て設けられている。／これら各シール貼付部６１８には、前板部６０６を前後方向に貫通
して空間Ｓ’に連通する孔部６２０がそれぞれ１つずつ設けられている。図３及び図１０
参照。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、複数のシール部材を各々剥離することが可能となる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　手段６の遊技機は、手段１～５のいずれかに記載の遊技機であって、
　前記孔部（例えば、孔部４２０／孔部６２０）は、前記シール貼付部（例えば、シール
貼付部４１８／シール貼付部６１８）の中央からずれた位置に形成されている（例えば、
孔部４２０は、シール貼付部４１８の中央からずれた位置に形成されている。／これら孔
部６２０は、誘導部６０８を避けてその近傍に設けられている。図９及び図１０参照。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、シール部材を破断せずに剥離しやすくなる。
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